「身近な地域の防災拠点」備蓄品支援申請書

令和　　年　　月　　日　

（あて先）さいたま市総務局危機管理部防災課長　

	申請組織名
	

	代表者名
	

	電話番号
	

	E-mail
	　　　　　　　　　＠


１　長期備蓄品の貸与申請

ア　炊出し用アルファ米《Ａ》（2031年6月期限）

※期限から1年未満になりましたら、防災訓練等で活用してください。
※最大貸与数は、２箱（100食分）とします。

イ　災害用毛布（令和７年度新規登録組織のみ）
※市の備蓄品の貸与ですので、製造から年月が経っています。

※提供可能数量に限りがあるため、最大貸与数は10箱（＝100枚）です。

ウ　非常用排便袋（対象組織は通知に記載）…１箱２００枚入

※各身近な地域の防災拠点に最大２箱まで。

エ　エアーマット（対象組織は通知に記載）…１箱　１０枚入

※各身近な地域の防災拠点に最大１０箱まで。


２　短期備蓄品（訓練用）の貸与申請

ア　炊出し用アルファ米《Ｂ》　…１箱５０食分（2027年3月期限）

イ　飲料水　　　　　　　　　　…１箱２４本入（2026年9月期限）
エ　災害用ビスケット　　　　　…１箱６０食入（2027年1月期限）
オ　ガスボンベ　　　　　　　　…１箱　３缶入（2029年6月期限）

↪裏面に続く。
３　受取可能日時
ご対応可能な日時全てにチェック☑をお願いいたします。
※ご対応可能な日時の中で調整させていただきます。
※貸出日時が決定次第、通知もしくはご連絡いたします。
※下記時間帯のみ対応可能なため、必ず時間内及び物資の積載が可能なお車等でお越しください。

	３月１６日（月）
	３月１７日（火）

	□　１０時３０分～１１時００分
	□　１０時３０分～１１時００分

	□　１１時３０分～１２時００分
	□　１１時３０分～１２時００分

	□　１３時３０分～１４時００分
	□　１３時３０分～１４時００分

	□　１４時３０分～１５時００分
	□　１４時３０分～１５時００分


４　受取予定者（受取日時調整連絡者）※代表者の場合は“上に同じ”と記入
氏　名　　　　　　　　　　　　　連絡先TEL　　　　　　　　　　　　

※令和８年２月２０日（金）までにご提出願います。

ア　炊出し用アルファ米《Ａ》　　貸与希望数：　　　　箱（※最大２箱）


イ　災害用毛布　　　　　　　　　貸与希望数：　　　　箱（※最大１０箱）


ウ　非常用排便袋　　　　　　　　貸与希望数：　　　　箱（※最大２箱）


エ　エアーマット　　　　　　　　貸与希望数：　　　　箱（※最大１０箱）





ア　炊出し用アルファ米《Ｂ》　　貸与希望数：　　　　箱（※最大５箱）


イ　飲料水　　　　　　　　　　　貸与希望数：　　　　箱（※最大３箱）


ウ　災害用ビスケット　　　　　　貸与希望数：　　　　箱（※最大３箱）


エ　ガスボンベ　　　　　　　　　貸与希望数：　　　　箱（※最大２箱）











